
『
笠
　
物
　
語
』
　
成
　
立
　
考

－

　

兵

布

佐

を

手

掛

り

と

し

て

1

黒
　
　
木

は
　
じ
　
め
　
に

『
質
物
語
』
は
前
半
部
で
寛
の
恋
を
、
後
半
部
で
笠
の
結
婚
を
記
し
た
物
語

で
あ
る
。
伝
本
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
解
釈
上
の
問
題
点
も
い
く

つ
か
残
さ
れ
て
お
り
、
成
立
時
期
も
確
定
さ
れ
て
い
な
い
。
成
立
時
期
に
つ
い

（1）

て
は
諸
説
あ
る
が
、
早
い
も
の
で
は
山
口
博
氏
の
村
上
朝
成
立
説
、
阿
部
俊
子

（2）

氏
の
冷
泉
・
村
上
朝
成
立
説
が
あ
り
、
遅
い
も
の
で
は
岡
一
男
氏
の
鎌
倉
時
代

（2）

以
後
成
立
説
が
あ
る
。

本
稿
で
は
、
笠
の
恋
敵
と
し
て
登
場
す
る
「
兵
衛
佐
」
を
一
つ
の
手
掛
り
と

し
て
、
物
語
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

一
『
宜
物
語
』
の
兵
衛
佐

笠
は
異
腹
の
妹
の
漢
籍
の
先
生
と
な
る
が
、
妹
に
対
し
て
恋
心
を
抱
く
よ
う

に
な
る
。
あ
る
日
妹
が
稲
荷
詣
に
出
掛
け
た
と
こ
ろ
、
兵
衛
佐
と
出
会
う
。
兵

布
佐
は
女
の
美
し
さ
に
魅
か
れ
歌
を
贈
る
が
、
兄
質
は
す
ぐ
さ
ま
妹
を
連
れ
帰

る
。
女
の
あ
と
を
従
者
に
追
わ
せ
て
家
を
確
認
し
た
男
は
女
に
手
紙
を
遣
わ
す

が
、
嫉
妬
し
た
兄
の
計
略
に
か
か
り
女
と
の
交
渉
を
断
つ
。
一
方
こ
の
事
件
が

き
っ
か
け
と
な
り
質
と
そ
の
妹
と
は
愛
し
合
う
仲
と
な
る
。

以
上
が
、
兵
衛
佐
狂
場
の
前
後
の
物
語
の
粗
筋
で
あ
る
。
質
が
「
緑
の
衣
」

を
着
た
、
「
し
づ
の
を
だ
ま
き
」
で
あ
る
我
が
身
を
嘆
く
一
介
の
学
生
で
あ
る

の
に
対
し
、
兵
衛
佐
の
方
は
「
か
た
ち
活
げ
に
て
年
廿
ば
か
り
」
の
「
時
の
大

納
言
の
子
」
で
あ
る
。
彼
は
質
の
妹
を
見
る
と
す
ぐ
に
歌
を
贈
り
、
女
の
家
を

知
る
と
そ
の
翌
朝
に
は
文
を
届
け
て
い
る
。
女
と
の
交
渉
に
お
け
る
こ
の
迅
速

な
行
動
を
み
れ
ば
、
こ
の
兵
衛
佐
と
い
う
人
物
が
女
と
の
交
渉
に
手
慣
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
時
の
大
納
言
の
子
」
で
あ
る
兵
衛
佐
は
学
生
の
質
と
は

異
な
り
、
上
流
ク
ラ
ス
に
属
す
る
人
間
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
骨
回
い
身
分
の
美

麗
な
男
主
人
公
と
結
ば
れ
る
と
い
う
物
語
の
常
套
的
パ
タ
ー
ン
を
破
っ
て
、
身

分
の
低
い
寛
と
結
ば
れ
る
と
い
う
意
外
な
展
開
が
こ
の
物
語
の
面
白
さ
で
も
あ

る
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
何
故
に
質
の
恋
敵
は
兵
衛
佐
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

物
語
に
登
場
す
る
人
物
の
官
位
と
し
て
は
、
少
将
や
中
将
で
も
よ
い
。
女
の

家
柄
に
比
し
て
少
将
や
中
将
で
は
官
位
が
高
す
ぎ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
侍

従
で
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
も
兵
術
佐
の
年
齢
が
「
廿
ば
か
り
」
で
あ
り

「
時
の
大
納
言
の
子
」
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
は
注
意

さ
れ
る
。
『
質
物
語
』
の
中
で
年
齢
が
明
示
さ
れ
る
の
は
兵
衛
佐
だ
け
で
あ

り
、
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
作
者
の
意
図
が
働
い
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
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か
。
更
に
言
え
ば
「
廿
ば
か
り
」
で
「
時
の
大
納
言
の
子
」
で
あ
る
「
兵
衛
佐
」

と
い
う
、
三
つ
の
条
件
を
備
え
得
る
人
物
に
対
し
て
の
、
作
者
と
読
者
と
の
共

通
認
識
が
存
在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
夙
に

山
口
博
氏
が
、

権
門
の
子
弟
で
二
十
で
兵
布
佐
、
作
者
も
読
者
も
、
侍
従
1
兵
衛
佐
1
少

将
1
中
将
1
公
卿
の
出
世
最
短
コ
ー
ス
を
走
る
人
物
と
し
て
と
ら
え
た
管

で
あ
る
。
私
が
質
物
語
の
成
立
の
時
期
と
考
え
て
い
る
天
暦
期
に
は
、
こ

（1）

の
コ
ー
ス
は
師
輔
一
門
と
深
い
か
か
わ
り
あ
い
が
あ
っ
た
。

（5）

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
山
口
氏
は
更
に
兵
衛
佐
を
「
ガ
ー
ル
ハ
ソ
ト
的
恋
愛
を

行
う
人
物
」
と
さ
れ
、
「
作
者
は
質
を
通
し
て
、
当
時
の
烹
族
社
会
の
、
真
実
の

愛
に
欠
け
た
男
女
の
恋
愛
行
為
を
批
判
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
。
作
者
が
遊

戯
的
恋
愛
を
ど
こ
ま
で
批
判
し
て
い
る
か
は
措
く
と
し
て
、
兵
衛
佐
を
推
力
側

の
人
間
と
し
当
時
の
＜
す
き
老
＞
の
代
表
と
捉
え
る
こ
と
に
は
賛
成
で
あ
る
。

（6）

『
枕
草
子
』
第
四
〇
段
に
お
い
て
清
少
納
言
は
「
柏
木
い
と
を
か
し
。
菓
守

の
神
の
い
ま
す
ら
ん
も
か
し
こ
し
。
兵
衛
督
・
佐
・
尉
な
ど
い
ふ
も
を
か
し
」

と
述
べ
、
第
一
七
一
段
で
は
「
君
達
は
頭
の
中
将
。
頭
の
排
。
権
中
将
。
四
位

の
少
将
。
蔵
人
の
耕
。
四
位
の
侍
従
。
蔵
人
の
少
納
言
。
蔵
人
の
兵
衛
佐
」
と

評
し
て
い
る
。
兵
衛
府
に
対
し
活
女
が
「
を
か
し
」
と
い
う
評
語
を
与
え
て
い

る
の
は
、
武
官
の
楓
爽
と
し
た
姿
を
思
い
描
い
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
君
達

の
好
ま
し
い
官
位
と
し
て
「
蔵
人
の
兵
衛
佐
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前

述
の
山
口
氏
の
論
文
の
中
で
引
用
さ
れ
て
い
る
笹
山
晴
生
氏
の
論
文
に
あ
る
よ

う
に
、
そ
れ
が
清
女
が
定
子
に
出
仕
し
て
い
た
頃
の
権
門
の
子
弟
達
の
通
る
昇

進
過
程
の
一
つ
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

が
、
兵
衛
佐
が
稚
門
と
深
く
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
枠
門
の
子

弟
以
外
が
就
け
な
い
程
の
高
位
の
官
で
は
な
か
っ
た
。
兵
衛
佐
に
任
じ
ら
れ
て

い
た
人
々
を
見
て
ゆ
く
こ
と
で
、
「
兵
衛
佐
」
と
い
う
官
位
の
持
つ
響
き
や
イ

メ
ー
ジ
を
も
う
少
し
ほ
っ
き
り
さ
せ
得
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
八
代
集
の
詞
書
に

登
場
す
る
兵
衛
性
を
見
て
み
ょ
う
。

（7）

拾
遺
集
1
国
章
孫
（
吾
四
）
・
朝
光
（
空
七
）
・
敢
忠
（
三
ニ
ニ
）
・
宜
方
（
一
天
ニ
）

後
拾
遺
竿
道
長
（
九
三
一
）

（8）

三
奏
本
金
禁
裏
　
－
　
道
長
（
竺
五
）

新
古
今
集
　
－
　
道
長
（
一
〇
呈
）

以
上
の
通
り
六
人
の
兵
徳
佐
が
登
場
す
る
が
、
皇
后
官
権
大
夫
藤
原
国
章
の

孫
を
除
く
五
人
は
、
摂
関
・
大
臣
家
の
子
弟
達
で
あ
る
。

『
鯖
蛤
日
記
』
に
は
二
人
の
兵
衛
佐
が
出
て
く
る
。
一
人
は
藤
原
佐
理
で
あ

り
、
も
う
一
人
は
藤
原
遺
隆
で
あ
る
。
佐
理
は
左
少
将
敦
敏
の
長
男
で
あ
る
が
、

実
煩
の
孫
に
当
り
、
「
ま
だ
と
し
も
わ
か
く
、
思
ふ
事
あ
り
け
も
な
き
」
で
あ

っ
た
が
出
家
し
て
し
ま
っ
た
と
語
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
又
『
大
銃
』
巻

三
に
は
道
長
が
兵
術
佐
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
や
は
り
兵
衛
佐
に
は
権
門
の
子
弟
と
い
う
イ
メ

ー
ジ
が
強
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
と
、
作
者
が
『
質
物
語
』
に
兵
衛
佐
を

登
場
さ
せ
、
念
を
押
す
よ
う
に
「
廿
ば
か
り
」
　
「
時
の
大
納
言
の
子
」
と
条
件

を
つ
け
て
い
る
こ
と
が
一
層
気
に
な
っ
て
く
る
。

〓
　
兵
衛
佐
任
官
状
況

『
㌫
物
語
』
の
兵
術
佐
は
、
現
実
の
兵
街
佐
任
官
状
況
を
踏
ま
え
て
設
定
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
先
に
引
用
し
た
山
口
氏
の
論

文
に
あ
っ
た
天
暦
期
を
も
含
め
て
、
兵
衛
佐
任
官
状
況
に
つ
い
て
分
析
し
て
み

る
こ
と
に
し
た
い
。

豊
が
誕
生
し
た
の
は
延
暦
二
十
一
（
八
〇
二
）
年
で
あ
る
か
ら
、
平
城
天
皇
の
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大
同
元
年
か
ら
院
政
期
初
期
の
一
一
〇
〇
年
ま
で
を
調
査
の
対
象
と
す
る
。
調

査
史
料
に
は
『
公
卿
補
任
』
を
中
心
と
し
て
『
御
堂
関
自
記
』
　
『
尊
卑
分
豚
』

『
職
事
補
任
』
　
『
帝
王
編
年
記
』
　
『
三
十
六
歌
仙
伝
』
　
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人

（9）

伝
』
　
『
大
銃
』
を
用
い
た
。
表
に
は
、
姓
名
、
生
没
年
、
兵
衛
佐
任
官
年
（
正

官
か
権
官
か
は
問
わ
な
い
）
、
任
官
年
齢
、
父
親
の
名
、
父
親
の
極
官
を
示
し

た
。
〔
　
〕
内
に
は
兵
衛
佐
任
官
時
に
お
け
る
父
の
官
位
を
示
し
た
。
〔
故
〕

は
故
人
で
あ
る
こ
と
を
、
〔
－
〕
は
参
議
以
下
の
官
位
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

〔
表
I
〕

時
期
か
、
執
筆
を
開
始
し
た
時
期
か
ら
さ
し
て
遠
く
な
い
時
の
状
況
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
。
全
く
無
関
係
な
時
期
の
状
況
を
放
て
設
定
し
、
そ
れ
を
質

と
結
び
つ
け
る
必
然
性
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
藤
原
仲
線
と
い
う
人
物
が
二
十
一
才
で
右
兵
衛
佐
に
任
じ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

質
没
後
に
な
る
と
『
公
卿
補
佐
』
に
記
載
さ
れ
た
者
で
兵
衛
佐
に
任
官
す
る

者
が
急
増
し
て
く
る
。
た
だ
昇
進
ル
ー
ト
の
一
階
梯
と
な
っ
て
き
て
は
い
る

が
、
ま
だ
二
十
才
前
後
の
任
官
に
は
到
っ
て
い
な
い
時
期
が
〔
表
Ⅲ
〕
の
時
期

で
あ
る
。
即
ち
賀
没
年
か
ら
延
亭
年
間
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

〔
表
Ⅱ
〕

〔
表
I
〕
に
は
賀
没
年
の
仁
寿
二
年
（
八
五
二
）
ま
で
の
問
に
兵
衛
促
に
任

官
し
た
人
物
を
掲
げ
た
。
賃
在
世
当
時
、
大
納
言
ク
ラ
ス
の
子
弟
が
二
十
才
程

で
兵
衛
佐
に
任
官
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
と
す
れ
ば
『
隼
物
語
』
に
お
け

る
＜
廿
ば
か
り
の
兵
術
佐
＞
と
い
う
設
定
は
当
時
の
現
実
を
踏
ま
え
て
の
も
の

と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
が
、
〔
表
I
〕
を
見
る
限
り
二
十
才
と
い
う
若
さ

で
兵
衛
佐
と
な
る
こ
と
は
一
般
的
で
な
い
と
言
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
公
卿
の

子
ど
も
達
が
兵
衛
佐
に
任
官
す
る
こ
と
自
体
が
ま
だ
一
般
的
で
な
い
。
な
ら
ば

＜
廿
ば
か
り
の
兵
衛
佐
＞
が
出
現
し
て
く
る
の
は
、
作
者
が
物
語
を
執
筆
し
た

藤
原
良
世

藤
原
良
租

藤
原
基
経

源
　
　
節

在
原
業
平

藤
原
国
経

藤
原
高
藤

源
　
　
湛

在
原
友
子

藤
原
敏
行

原
　
　
罪

在
原
棟
梁

八
喜
－
九
8

八
三
－
八
六
八

八
三
六
－
八
九
一

八
三
1
八
八
一

八
二
五
－
八
八
〇

八
二
八
－
九
宍

八
一
六
－
九
8

八
雲
1
九
一
五

？
1
九
一
〇

？
－
九
〇
一

八
究
－
九
一
八

？
・
！
？
・

仁
万
三
（
八
雲
）

〃
　
四
（
会
凹
）

斉
衡
元
（
八
五
四
）

〃
　
二
（
八
重
）

天
安
元
（
八
苦
）

〃
　
二
（
八
宍
）

貞
観
五
（
八
六
三
）

か
　
八
（
八
六
六
）

〃
十
八
（
八
兵
）

〃

〃

　

〃

元
慶
三
（
八
究
）

〃

　

　

〃

　

〃

仁
和
元
（
八
八
五
）

〃
　
二
（
八
八
六
）

？27？§？323939392722　20433332

長大　　冬

良津　　嗣

左
大
臣
〔
故
〕

備
前
守

柿
中
納
言
〔
稚
中

納
言
〕

＜
嵯
峨
源
氏
＞

良長阿
保

門良親
王

融
行
　
平

富
士
鷹

取
平

桁
中
納
言
〔
放
〕

内
舎
人

左
大
臣
〔
左
大
臣
〕

中
納
言
〔
参
議
〕

陸
奥
・
出
羽
按
察

使
左
大
臣
〔
左
大
臣
〕

左
椎
中
将
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清
正
と
親
王
の
子
で
あ
る
源
兼
忠
と
伊
捗
と
を
除
け
ば
、

や
父
に
持
つ
最
高
貸
族
層
の
子
ど
も
達
で
あ
る
。

〔
表
Ⅲ
〕

す
べ
て
大
臣
を
祖
父

こ
の
時
期
に
は
、
藤
原
基
経
と
藤
原
恒
佐
と
を
例
外
と
す
れ
ば
、
公
卿
の
子

弟
で
あ
っ
て
も
三
十
才
前
後
で
兵
衛
性
に
な
る
の
が
一
般
的
で
あ
り
、
『
公
卿

補
任
』
に
記
載
さ
れ
な
い
下
位
の
人
々
が
更
に
高
い
年
齢
で
兵
衛
佐
に
な
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
〔
表
Ⅲ
〕
に
関
し
て
付
け
加
え
て
お
く

と
、
藤
原
艮
机
は
贈
太
政
大
臣
内
麿
の
孫
、
高
藤
は
冬
嗣
の
孫
、
良
峯
衆
樹
は

安
世
の
孫
、
平
伊
望
ほ
大
納
言
高
棟
王
の
孫
で
あ
る
。

総
門
の
子
ど
も
達
の
昇
進
ベ
ー
ス
は
時
代
が
下
る
に
従
っ
て
速
く
な
る
が
、

兵
衛
佐
任
官
も
例
外
で
は
な
い
。
延
喜
頃
ま
で
は
例
外
的
に
見
受
け
ら
れ
た

＜
廿
ば
か
り
の
兵
衛
佐
＞
が
社
会
の
常
識
と
な
る
時
代
が
出
現
し
、
そ
れ
が
一

時
代
前
の
出
来
事
と
な
っ
て
年
若
い
兵
衛
佐
が
登
場
す
る
時
代
が
そ
れ
に
続

く
。
こ
の
二
つ
の
時
期
が
笹
山
晴
生
氏
の
調
査
さ
れ
た
、
上
級
宮
人
の
昇
進
ル

ー
ト
（
侍
従
1
兵
衛
佐
1
少
将
1
中
将
）
を
通
過
し
て
ゆ
く
人
々
が
多
田
す
る

時
期
と
重
な
る
。

醍
醐
天
皇
の
治
世
の
末
年
、
忠
平
が
左
大
臣
に
な
っ
た
延
長
頃
か
ら
＜
廿
ば

か
り
の
兵
衛
佐
＞
が
相
い
次
い
で
登
場
し
て
く
る
。
山
口
博
氏
の
言
わ
れ
る
天

暦
期
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
る
が
、
＜
廿
ば
か
り
の
兵
衛
佐
＞
が
設
定
さ
れ
得
る

時
期
は
も
う
少
し
長
く
、
花
山
天
皇
が
出
家
し
て
そ
の
治
世
が
終
わ
る
寛
和
二

（
九
八
六
）
年
前
半
ま
で
と
な
る
。
〔
表
Ⅲ
〕
に
掲
げ
た
兵
衛
佐
達
は
、
藤
原

藤
原
師
輔

藤
原
敦
忠

藤
原
朝
忠

源
　
兼
忠

藤
原
師
少

藤
原
朝
成

藤
原
頼
思

藤
原
伊
が

藤
原
清
正

藤
原
元
輔

藤
原
兼
通

藤
原
斉
敏

藤
原
兼
家

涼
　
伊
捗

藤
原
為
光

藤
原
佐
理

源
　
時
中

藤
原
遺
隆

藤
原
胡
光

九
〇
八
－
九
六
〇

九
9
バ
ー
九
四
三

九
一
〇
－
九
六
六

九
〇
一
－
九
宍

九
ニ
0
－
九
六
九

九
一
七
－
九
七
四

九
ニ
…
－
九
八
九

九
ニ
…
1
九
七
ニ

？
－
九
宍

九
一
七
－
九
宝

九
云
－
九
宅

九
二
八
－
九
望

九
二
九
－
究
〇

九
天
－
九
九
五

九
竺
－
九
九
二

九
四
四
－
究
八

九
四
一
－
一
8
三

九
至
－
九
九
五

九
五
一
－
九
九
五

延
長
六
（
九
天
）

〃

　

〃

　

〃

〃
　
九
（
空
一
）

〃

　

〃

　

〃

承
平
七
（
九
三
豊

天
慶
元
（
九
天
）

〃
　
六
（
九
望
）

〃
　
九
（
九
冥
）

〃

　

〃

　

〃

天
暦
二
（
九
宍
）

〃

　

〃

　

〃

〃
　
四
（
九
五
〇
）

〃
　
五
（
九
五
一
）

〃
　
十
（
九
芙
）

天
徳
三
（
九
莞
）

応
和
二
（
突
ニ
）

康
保
三
（
突
六
）

〃
　
五
（
九
六
八
）

安
和
二
（
九
莞
）

19162619181923　232415　321223　2022　　18312223

兼兼雅致師兼師　突師顕　兼師　実定　　忠
明

通家信敏相貌輪　転輔忠　師輔　折方　　平
王

関
白
太
政
大
臣

〔
左
大
臣
〕

左
大
臣
〔
故
〕

右
大
臣
〔
右
大
臣
〕
一

関
自
太
政
大
臣
　
l

〔
摂
政
太
政
大

臣
〕

右
大
臣
〔
故
〕

関
白
太
政
大
臣

〔
大
納
言
〕

右
大
臣
〔
大
納
言
〕

中
納
言
〔
故
〕

右
大
臣
〔
大
納
言
〕

右
大
臣
〔
右
大
臣
〕

関
白
太
政
大
臣

〔
左
大
臣
〕

右
大
臣
〔
右
大
臣
〕

右
大
臣
〔
右
大
臣
〕

左
少
将

左
大
臣
〔
参
議
〕

右
大
臣
〔
非
参
議
〕

関
白
太
政
大
臣

〔
参
議
〕
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藤
原
義
孝

藤
原
顕
光

藤
原
突
資

藤
原
義
侠

藤
原
実
方

藤
原
道
長

源
　
俊
賢

藤
原
斉
信

九
重
－
九
七
四

九
四
四
－
九
畠

九
宅
－
一
〇
四
六

九
吾
－
一
8
八

？
－
九
九
九

九
六
六
－
5
一
九

九
莞
－
5
ニ
七

九
宅
－
5
三
五

天
禄
元
（
九
古
）

〃

　

〃

　

〃

〃
　
二
（
九
七
l
）

天
延
四
（
九
実
）

天
元
元
（
九
七
八
）

永
観
二
（
九
八
豊

〃

　

〃

　

〃

寛
和
元
（
九
八
五
）

618251

0

2

1926　19？

伊
　
野

兼
　
通

実
頼
猶
子

伊
　
努

為高　光貞

光明　家時

摂
政
太
政
大
臣

〔故〕

関
白
太
政
大
臣

〔
参
議
〕

関
白
太
政
大
臣
．

〔故〕

摂
政
太
政
大
臣

〔故〕

侍
従

太
政
大
臣
〔
右
大

臣
〕

左
大
臣
〔
　
－
　
〕

太
政
大
臣
〔
大
納

言
〕

表
を
見
る
と
、
＜
廿
ば
か
り
＞
で
＜
時
の
大
納
言
の
子
＞
と
い
う
二
つ
の
条

件
を
満
た
す
人
物
と
し
て
藤
原
頼
忠
・
伊
野
・
斉
信
の
三
人
が
い
る
。
＜
時
の

大
納
言
の
子
＞
と
い
う
条
件
を
満
足
さ
せ
る
場
合
が
多
い
の
は
〔
表
Ⅳ
〕
の
時

期
で
、
〔
表
Ⅲ
〕
で
は
大
臣
の
子
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
け
れ
ど
も
寛
和
二
年

の
花
山
朝
の
終
焉
を
以
っ
て
兵
衛
佐
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
化
す
る
。

〔
衷
Ⅳ
〕

藤
原
行
成

藤
原
遺
析

藤
原
伊
周

藤
原
経
房

源
　
遺
方

藤
原
通
任

九
七
ニ
ー
一
〇
云

九
三
－
九
九
五

九
七
四
－
一
〇
5

九
六
九
－
5
ニ
三

九
六
八
！
5
四
囲

九
重
－
一
〇
三
九

寛
和
二
（

ル

　

　

ル

〃

　

　

〃

ル

　

　

ル

永
延
二
（

〃

　

≡

（

矢宍　〝　〝　〝　宍
空く）　　　　5

172118131615

済重高　　遺義
〝

時信明　　隆孝

右
少
将
〔
故
〕

関
白
〔
権
大
納
言
〕

〃

　

　

〃

左
大
臣
〔
故
〕

右
大
臣
〔
大
納
言
〕

大
納
言
〔
権
大
納

言
〕

藤
原
匪
家

藤
原
実
成

藤
原
兼
降

藤
原
経
通

藤
原
公
信

藤
原
重
努

藤
原
資
平

源
　
朝
任

藤
原
頼
宗

藤
原
教
通

藤
原
道
雅

藤
原
能
信

藤
原
兼
経

藤
原
公
成

源
　
顕
韮

藤
原
師
経

源
　
隆
国

藤
原
経
捕

藤
原
資
房

藤
原
行
経

源
　
資
通

藤
原
師
成

．一l‥l鱗l捕．1

，‾′u　ノL　，‾ノし
ノtl．ブし　九
五　ニ　プて

IIl

g昌一二℃
五　L′リ　五

′′　　′′　／′

〝　〝　四
′‾ヽ

／′　〝　ぎ
ーヒ；
ヽ－ノ

九
七
九
－
一
〇
四
田

臭
ニ
ー
一
〇
四
四

九
会
1
一
C
聖

九
人
ニ
ー
5
五
一

九
七
七
－
一
〇
ニ
六

九
八
四
－
一
〇
五
一

九
八
七
1
一
翼
七

九
八
九
－
5
三
四

九
九
ニ
ー
≡
ハ
五

永
酢
二
（
九
九
〇
）

〃

　

　

〃

　

　

〃

長
徳
二
（

〃
　
四
（

〃

　

　

〃

長
保
元
（

究　〝　究究
九　　　　ノ‾＼　プく
）　　　　　　　し一　　　）

〃
　
三
（
一
8
〇

〃
　
五
（
一
8
三
）

光
弘
二
（
一
8
五
）

2120　131314　13？141412　131612　141515　16221712　2912

近時快　懐為懐道　公道通済　行資隆　俊登　俊宍道　遺伊
〝

任政　成平家　賢朝　賢成綱　長周　　長中平　忠光平瀬　季隆

関
白
〔
関
白
〕

太
政
大
臣
〔
権
中

納
言
〕

関
白
〔
故
〕

権
中
納
言
〔
参
議
〕

太
政
大
臣
〔
故
〕

大
納
言
〔
権
大
納

言
〕

柾
中
納
言
〔
参
議
〕

大
納
言
〔
故
〕

太
政
大
臣
〔
左
大

臣
〕

〃

　

　

〃

内
大
臣
〔
－
〕

太
政
大
臣
〔
左
大

臣
〕

大
納
言
〔
大
納
言
〕

中
納
言
〔
参
議
〕

大
納
言
〔
権
中
納

言
〕

右
馬
頭

大
納
言
〔
権
中
納

言
〕

中
納
言
〔
中
納
言
〕

権
中
納
言
〔
参
議
〕

権
大
納
言
〔
権
大

納
言
〕

近
江
守

中
納
言
〔
参
議
〕
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藤
原
経
季

藤
原
信
長

藤
原
能
長

源
　
隆
俊

藤
原
良
基

藤
原
伊
房

源
　
信
房

藤
原
公
実

藤
原
蹟
実

藤
原
顕
季

源
　
国
信

藤
原
長
宍

源
　
行
宗

藤
原
経
忠

藤
原
基
隆

源
　
師
時

源
　
雅
兼

藤
原
実
隆

藤
原
通
季

5
ニ
干
主
要

一
〇
ニ
三
－
一
〇
四
七

一
〇
三
？
⊥
莞
五

一
〇
云
－
？

一
〇
峯
千
二
〇
七

長
暦
二
（
l
O
天
）

〃
　
四
（
一
〇
呂
）

永
承
二
（
一
〇
四
七
）

〃
　
七
（
一
〇
竺
）

延
久
二
（
一
〇
占
）

一
〇
圭
－
三
一
一

徳
四
（
一
〇
八
七
）

一
戸
四
－
二
四
三

？
－
三
天

一
〇
皇
－
二
三
ニ

一
〇
七
宇
－
二
三
六

一
〇
究
－
≡
五

一
〇
莞
－
ニ
ニ
七

一
完
○
－
二
元

寛
治
元
（
〃
　
）

〃
　
二
（
5
八
八
）

〃
　
四
（
一
党
○
）

か
　
七
（
一
党
三
）

〃

　

　

〃

　

　

〃

〃
　
八
（
一
党
四
）

康
和
二
（
二
8
）

1116151716？2413　？20231827181814　151420

顕実資実経行良隆　能教経公顕俊家師基顕

実房房範信平季　房季仲季頼経頼国　信通通

稚
中
納
言
〔
参
議
〕

関
白
〔
内
大
臣
〕

権
大
納
言
〔
権
大

納
言
〕

権
大
納
言
〔
参
議
〕

権
中
納
言
〔
参
議
〕

参
議
〔
参
議
〕

参
議
〔
故
〕

大
納
言
〔
－
〕

権
中
納
言
〔
参
議
〕

大
納
言
〔
参
議
〕

右
大
臣
〔
権
大
納

言
〕

非
参
議
〔
I
〕

参
議
〔
非
参
議
〕

修
理
大
夫

大
膳
大
夫

左
大
臣
〔
左
大
臣
〕

右
大
臣
〔
右
大
臣
〕

権
大
納
言
〔
権
中

納
言
〕

〃
　
　
〔
権
大

納
言
〕

究
和
二
年
八
月
に
藤
原
道
顔
が
十
六
才
で
左
兵
衛
佐
に
、

藤
原
行
成
が
十
五

才
で
左
権
兵
衛
佐
に
任
じ
ら
れ
た
の
を
始
め
と
し
て
、
十
二
～
十
五
才
の
兵
衛

佐
が
多
く
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
前
に
『
枕
草
子
』
の
二
つ
の
段
を
示
し
た

が
、
そ
こ
で
好
ま
し
い
君
達
の
官
と
さ
れ
た
兵
街
佐
は
、
一
条
朝
で
は
実
に
若

々
し
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
と
思
わ
れ
る
。
『
暗
蛤
日
記
』

や
勅
撰
集
の
詞
書
に
登
場
す
る
佐
理
や
朝
光
、
敦
忠
、
道
長
ら
は
い
ず
れ
も
十

九
才
前
後
の
、
物
語
の
主
人
公
と
し
て
も
似
つ
か
わ
し
い
貴
公
子
達
だ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
〔
表
Ⅳ
〕
の
時
期
に
登
場
す
る
十
二
、
三
才
、
或
い
は
十
四
、
五
才

の
兵
衛
佐
は
若
す
ぎ
て
物
語
に
登
場
さ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と
は
思
え
な
い
。

低
年
齢
化
し
た
兵
街
佐
で
は
恋
の
場
面
に
お
い
て
適
切
な
行
動
を
と
り
得
な
い

で
あ
ろ
う
し
、
女
と
歌
の
贈
答
を
す
る
こ
と
も
お
ぼ
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

勿
論
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
も
稚
門
の
子
弟
で
二
十
才
前
後
で
兵
術
佐
に
任

官
す
る
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
一
〇
〇
〇
年
頃
を
境
と
し
て
父
親
の
官

位
が
中
納
言
以
上
で
二
十
才
を
越
え
て
兵
衛
佐
に
任
官
す
る
例
は
見
え
な
く
な

る
。
権
門
の
子
弟
は
兵
衛
佐
に
任
官
せ
ず
、
侍
従
1
少
将
1
中
将
と
昇
進
し
て

ゆ
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
兵
衛
佐
任
官
者
の
父
親
の
官
位
は

参
議
ク
ラ
ス
に
ま
で
下
が
っ
て
く
る
。

三
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
『
宜
物
語
』

I
『
質
物
語
』
の
成
立
時
期
　
－

＜
廿
ば
か
り
＞
で
＜
時
の
大
納
言
の
子
＞
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
条
件
を
満

た
し
得
る
兵
衛
佐
が
登
場
し
て
、
そ
れ
が
社
会
一
般
の
通
念
と
な
り
得
た
の
が

〔
表
Ⅲ
〕
延
長
～
冤
和
元
年
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
作
者
が
わ
ざ
わ
ざ
「
時

の
大
納
言
の
子
な
り
け
り
」
と
付
言
し
て
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
大
納
言
の
子
で
二
十
才
前
後
の
兵
衛
佐
と
い
う
一
般

理
解
に
揺
れ
が
出
始
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
う

だ
と
す
る
と
一
条
朝
初
期
頃
ま
で
に
『
寛
物
語
』
が
成
立
し
た
可
能
性
が
出
て

く
る
。
し
か
も
そ
れ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
成
立
を
み
て
か
ら
以
後
の
こ
と
で

あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

『
う
つ
は
物
語
』
は
い
く
つ
か
の
物
語
群
を
集
合
さ
せ
た
長
編
物
語
で
あ
る
。
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『
質
物
語
』
の
方
は
質
の
和
歌
や
詩
を
め
ぐ
る
説
話
を
ま
と
め
た
感
の
あ
る
短

編
物
語
で
あ
る
が
、
細
部
を
検
討
す
る
な
ら
ば
『
う
つ
は
物
語
』
か
ら
の
強
い

影
響
を
認
め
得
る
で
あ
ろ
う
。
『
質
物
語
』
に
お
け
る
兄
妹
恋
愛
詔
と
賀
田
世

評
と
い
う
物
語
モ
チ
ー
フ
は
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
恋
愛
請
と
藤
英
出
世

詔
と
を
土
台
に
し
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も

ぅ
少
し
詳
細
に
見
て
ゆ
こ
う
。

『
望
物
語
』
の
寛
は
妹
の
漢
籍
の
家
庭
教
師
を
務
め
、
漢
籍
教
授
の
場
を
利

用
し
て
妹
に
恋
慕
の
借
を
吐
露
し
て
い
る
が
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
も
仲
澤
が

琴
の
教
授
の
場
を
利
用
し
て
妹
の
あ
て
宮
に
接
近
し
よ
う
と
謀
る
。
「
藤
原
の

君
」
に
、（

仲
澄
ほ
）
こ
の
同
じ
は
ら
に
も
の
し
給
ふ
あ
て
官
に
き
こ
え
つ
か
む
と

お
ぼ
せ
ど
、

あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、
た
だ
御
琴
を
習
は
し
奉
り
給
ふ

っ
い
で
に
、
遊
び
な
ん
ど
し
給
ひ
て
、
こ
な
た
に
の
み
な
む
常
に
も
の
し

（13）

給
ひ
け
る
。

と
あ
る
。
仲
澄
と
あ
て
宮
と
は
同
胞
で
あ
る
が
故
に
、
仲
澄
の
恋
は
決
し
て
成

就
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
あ
り
、
恋
の
成
就
と
い
う
点
で
二
つ
の
兄
妹
恋
愛
詔

は
相
違
す
る
が
、
の
何
か
を
教
え
る
こ
と
で
妹
に
近
づ
く
、
間
男
は
妹
一
人
を

愛
し
続
け
る
、
糾
一
方
の
死
を
以
っ
て
恋
が
終
わ
る
、
と
い
う
三
つ
の
共
通
性

（14）

が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

又
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
藤
原
零
英
（
藤
英
）
と
い
う
貧
窮
し
た
学
生
が
登
場

こ
め

す
る
が
、
彼
の
「
穀
の
衣
の
わ
わ
け
、
下
製
の
半
哲
も
な
き
、
ふ
と
か
た
び
ら

の
上
の
衣
、
上
の
袴
下
の
袴
も
な
し
、
冠
の
破
れ
ひ
し
げ
て
巾
子
の
限
り
あ
る
・

（15）

尻
切
れ
の
尻
の
破
れ
た
る
穿
」
い
た
無
惨
な
様
は
、
笠
の
「
つ
る
は
み
の
衣
の

破
れ
こ
う
じ
た
る
着
て
、
し
り
ゐ
た
る
く
つ
は
」
い
た
姿
と
炸
似
し
て
い
る
こ

（16）

と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
藤
英
が
大
臣
源
正
煩
の
婿
に
な
り
、
質
が
右
大

臣
の
桁
に
な
る
と
い
う
物
語
展
開
も
似
て
い
る
。
『
軍
物
語
』
の
作
者
が
藤
英

を
モ
デ
ル
と
し
て
口
を
描
い
た
と
ま
で
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
学
生
が
物

語
に
登
場
す
る
こ
と
自
体
が
極
め
て
特
異
で
あ
っ
て
、
作
者
が
学
生
を
大
き
く

取
り
あ
げ
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
と
は
考
え
に
く
い
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
『
質
物
語
』
と
『
う
つ
は
物
語
』
と
の
持
似
性

は
、
『
n
物
語
』
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
す
る

と
、
当
然
『
う
つ
は
物
語
』
が
成
立
し
た
後
に
『
窒
物
語
』
が
成
立
し
た
と
い

ぅ
こ
と
に
な
る
。
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
花
山
朝
か
遅
く
と
も
一
条
朝
ま
で
に
は

（
〓
）

成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
『
質
物
語
』
の
成
立
は
一
条
胡
初
年
頃

ま
で
と
す
る
先
程
の
私
の
推
測
と
も
矛
盾
し
な
い
。

こ
れ
ま
で
兵
衛
仕
の
任
官
状
況
に
つ
い
て
細
か
に
検
討
し
て
き
た
の
で
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
兵
衛
佐
に
つ
い
て
も
調
査
し
て
み
る
と
、
三
人
の
兵
衛
性

（18）

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
艮
牢
行
正
、
源
顕
澄
、
藤
原
忠
雅
の
三
人
で
あ
る
。

行
正
は
「
良
琴
の
弁
が
ひ
と
つ
ご
」
　
（
藤
原
の
君
）
と
い
う
か
ら
出
自
は
低

い
。
彼
は
容
貌
す
ぐ
れ
才
智
あ
る
少
年
で
あ
っ
た
た
め
唐
土
人
に
奪
い
取
ら
れ

て
十
才
で
控
唐
、
十
八
才
で
帰
国
し
た
。
帝
は
彼
の
才
能
を
愛
し
「
式
部
の
丞

か
け
た
る
蔵
人
」
に
任
命
し
た
が
、
「
し
ば
し
あ
り
て
、
か
う
ぶ
り
得
て
兵
衛

の
佐
」
に
な
っ
た
と
い
う
か
ら
、
二
十
才
前
後
で
兵
術
促
に
任
官
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
但
し
行
正
の
場
合
は
帝
の
特
別
の
引
き
立
て
に
よ
り
兵
衛
佐
に
任
じ
ら

れ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
、
通
常
の
昇
進
と
は
異
な
る
点
が
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

後
の
二
人
、
顕
澄
と
忠
雅
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

源
顕
澤
は
涼
正
折
の
五
男
。
「
藤
原
の
君
」
に
彼
が
二
十
六
才
で
左
兵
衛
佐

で
あ
る
と
の
記
述
が
あ
る
。
そ
の
時
父
正
額
は
「
大
将
か
け
た
る
正
三
位
の
大

納
言
に
な
む
お
は
し
ま
し
」
た
か
ら
、
顕
鐙
は
大
納
言
の
子
で
あ
っ
て
二
十
六

才
の
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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藤
原
思
雅
は
物
語
の
主
人
公
仲
忠
の
父
兼
雅
の
同
腹
の
兄
に
当
る
。
彼
に
関

し
て
は
、兵

衛
佐
1
？
1
右
大
臣
1
左
大
臣
1
太
政
大
臣

と
い
う
昇
進
ル
ー
ト
を
確
認
し
得
る
。
「
俊
蔭
」
に
お
い
て
彼
が
初
め
て
登
場

し
た
時
、
「
年
二
十
ば
か
り
の
男
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
父
は
「
時
の
太
政
大

臣
」
。
つ
ま
り
忠
雅
は
太
政
大
臣
の
子
で
二
十
才
の
兵
衛
佐
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。こ

の
二
人
の
兵
衛
佐
の
設
定
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
『
質
物
語
』
の
設
定
と
比

較
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
＜
大
納
言
の
子
で
二
十
六

才
の
兵
衛
佐
＞
と
＜
太
政
大
臣
の
子
で
二
十
才
前
後
の
兵
衛
佐
＞
と
い
う
設
定

は
『
質
物
語
』
の
＜
大
納
言
の
子
で
二
十
才
前
後
の
兵
衛
佐
＞
と
い
う
設
定
よ

り
も
時
代
的
に
先
行
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
す
る

と
、
兵
衛
佐
任
官
状
況
か
ら
み
て
も
『
貫
物
語
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
後
続

す
る
物
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。

以
上
の
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
『
質
物
語
』
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
が
成
立
し

た
後
、
花
山
朝
～
一
条
朝
初
年
の
問
に
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
兵
衛
佐
の
す
き
者
イ
メ
ー
ジ

「
廿
ば
か
り
」
で
「
時
の
大
納
言
の
子
」
で
あ
る
兵
衛
佐
が
、
権
門
の
前
途

有
望
な
青
年
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
と
い
う
と
と
に
関
し
て
は
今
更
繰
り
返

す
ま
で
も
あ
る
ま
い
が
、
そ
の
す
き
者
的
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
き

た
の
だ
ろ
う
か
。
上
流
貴
族
の
子
ど
も
達
は
確
か
に
女
性
と
の
交
渉
に
慣
れ
て

は
い
る
が
、
彼
ら
の
す
べ
て
が
す
き
者
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
兵
衛
佐
の
す

き
老
イ
メ
ー
ジ
の
根
拠
が
ど
こ
に
存
在
す
る
の
か
を
探
る
た
め
に
、
対
人
関
係

が
よ
り
率
直
な
形
で
示
さ
れ
る
私
家
集
の
詞
書
に
登
場
す
る
兵
衛
佐
に
つ
い
て

調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
『
私
家
集
大
成
・
中
古
1
』

『
同
・
中
古
Ⅲ
』
を
用
い
る
。
そ
の
調
査
結
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

忠
等
集
（
忠
卑
I
）
－
－
1
平
定
文
（
一
）

伊
勢
集
（
伊
勢
1
）
　
－
　
不
明
（
一
八
）

貫
之
集
（
貫
之
I
）
－
－
姦
讐
堅
軍
師
（
七
二
）

〃
　
　
（
〃
　
Ⅱ
）
　
－
　
藤
原
兼
通
（
ニ
一
一
D

能
宜
集
（
能
宣
Ⅲ
）
　
－
　
不
明
（
三
一
八
）

本
院
侍
従
集
1
藤
原
兼
通
（
三
九
左
注
）

馬
内
借
集
　
－
　
藤
原
朝
光
（
八
ニ
・
九
三
）
、
藤
原
道
長
（
ニ
〇
八
）

道
綱
母
集
　
－
　
藤
原
実
方
（
ニ
○
）

実
方
集
（
実
方
I
）
　
－
　
藤
原
実
方
（
八
〇
）

相
如
集
1
か
ね
ゆ
き
（
四
七
）

御
堂
関
自
業
　
－
　
不
明
（
看
）

大
斎
院
前
の
御
集
（
選
子
1
）
　
－
　
藤
原
実
方
（
聖
・
責
・
ニ
呈
）
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匡
衝
集
　
－
　
不
明
（
一
一
百

赤
染
街
門
集
（
赤
染
I
）
　
－
　
不
明
（
一
〇
四
）

緩
衝
集
　
－
　
藤
原
通
宗
（
〓
六
）

津
守
国
基
業
－
－
藤
原
顕
季
（
七
五
・
三
九
）

六
条
修
理
大
夫
集
　
－
　
正
行
宗
（
八
九
）
、
藤
原
顕
仲
（
ニ
九
五
・
三
四
）

散
木
奇
詞
集
（
俊
頬
I
）
　
－
　
藤
原
顕
仲
（
二
二
七
）

林
雲
集
（
俊
恵
）
　
－
　
平
托
正
（
八
元
）

源
三
位
頼
政
集
（
新
政
I
）
　
－
　
平
経
正
（
三
五
）

人
物
名
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
四
名
を
除
く
と
、
十
二
名
の
兵
術
佐
を
明
ら

か
に
で
き
る
。
勿
論
女
と
の
贈
答
場
面
ば
か
り
で
は
な
く
、
友
人
と
の
贈
答
も

多
く
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
中
に
平
定
文
と
藤
原
実
方
の
名
が
あ
が
っ
て
い



る
こ
と
に
は
注
意
さ
れ
る
。
定
文
は
〔
表
Ⅱ
〕
に
、
実
方
は
〔
表
Ⅲ
〕
に
そ
の

名
が
見
え
て
い
た
。
定
文
は
衆
知
の
如
く
「
平
中
」
と
呼
称
さ
れ
る
『
平
中
物

語
』
や
諸
々
の
説
話
で
有
名
な
す
き
者
で
あ
り
、
突
方
も
中
将
と
し
て
の
方
が

有
名
で
は
あ
る
が
す
き
者
の
代
表
者
の
一
人
と
見
倣
し
て
さ
し
つ
か
え
な
い
だ

ろ
う
。
彼
ら
の
よ
う
な
す
き
者
が
兵
衛
佐
の
官
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
兵
衛
佐
に

す
き
者
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
す
る
元
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
中
将
に
至
る
実
方

は
と
も
か
く
、
兵
衛
住
が
極
官
で
あ
っ
た
定
文
は
兵
徳
佐
と
い
う
官
位
と
の
繋

り
が
強
い
。
そ
し
て
彼
を
主
人
公
に
据
え
た
『
平
中
物
語
』
に
よ
っ
て
、
平
中

（
平
定
文
）
＝
す
き
者
＝
兵
衛
佐
、
と
い
う
図
式
が
出
来
上
り
、
兵
衛
佐
に
す

き
著
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
が
付
加
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

『
賀
物
語
』
が
花
山
覇
か
ら
一
条
朝
初
期
の
間
に
成
立
し
た
と
す
る
と
、

『
平
中
物
語
』
は
そ
れ
以
前
に
成
立
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
『
質
物
語
』

の
兵
衛
佐
は
＜
上
流
の
前
途
洋
々
た
る
青
年
＞
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
盃
層
し
た

と
こ
ろ
に
設
定
さ
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
　
兵
衛
佐
の
モ
デ
ル
想
定
の
可
能
性

こ
れ
ま
で
兵
衛
佐
を
物
語
の
成
立
時
期
推
定
の
た
め
の
手
掛
り
と
し
て
き
た

が
、
最
後
に
兵
衛
佐
の
モ
ア
ル
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
を
述
べ
て

論
を
終
え
よ
う
と
思
う
。

第
二
節
に
お
い
て
質
在
世
中
の
兵
衛
佐
任
官
者
を
〔
表
I
〕
に
ま
と
め
た

が
、
そ
の
中
に
藤
原
仲
緑
と
い
う
人
物
が
い
た
。
彼
は
時
の
右
大
臣
三
守
の
次

男
で
、
二
十
一
才
で
右
兵
衛
佐
と
な
っ
て
い
る
。
仲
緑
自
身
は
和
歌
を
遺
し
て
い

る
わ
け
で
も
な
く
、
説
話
に
登
場
す
る
こ
と
も
な
い
。
ま
し
て
や
す
き
者
と
し

て
著
名
な
わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
、
そ
の
父
三
守
は
質
と
深
い
関
係
を
持
つ
。

事
実
と
し
て
は
何
の
証
拠
も
な
い
が
、
説
話
の
世
界
で
は
彼
ら
は
義
父
と
婿
と

い
う
関
係
に
あ
る
。
質
が
大
臣
一
二
守
に
漢
詩
文
を
奉
っ
て
そ
の
折
と
な
る
婿
入

説
話
は
、
『
十
訓
抄
』
第
十
、
『
帝
王
編
年
記
』
仁
聖
一
年
の
条
、
『
三
国
伝
記
』

巻
四
に
あ
り
、
大
臣
の
名
を
清
原
夏
野
と
す
る
顆
似
の
説
話
が
『
和
漢
朗
詠
集

註
（
永
済
注
）
』
に
あ
る
。

大
臣
に
洪
詩
文
を
奉
っ
て
そ
の
娘
と
の
結
婚
を
請
う
と
い
う
説
話
が
発
生
し

た
源
は
、
『
本
朝
文
粋
』
巻
七
に
収
載
さ
れ
て
い
る
「
奉
二
右
大
臣
一
認
」
と
い

う
畳
の
奉
書
状
で
あ
る
。
こ
の
書
状
の
中
で
彼
は
右
大
臣
に
対
し
第
十
二
番
目

の
娘
と
の
婚
姻
の
許
可
を
求
め
て
い
る
。
「
右
大
臣
」
の
下
に
あ
る
「
藤
原
≡

守
」
と
い
う
割
注
よ
り
、
質
が
三
守
の
婿
に
な
っ
た
と
の
説
話
が
構
成
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

質
が
右
大
臣
三
守
の
婿
と
な
っ
た
の
が
事
実
で
あ
る
か
否
か
を
証
明
す
る
資

料
は
何
も
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
質
は
三
守
の
婿
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
認
識

が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
、
『
質
物
語
』
の
作
者
も
同
様
の
認
識
を
有
し
、

「
右
大
臣
」
＝
藤
原
三
守
と
捉
え
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

前
半
に
登
場
さ
せ
た
＜
廿
ば
か
り
の
兵
衛
佐
＞
に
質
在
世
中
に
は
珍
し
い
二
十

一
才
の
兵
衛
佐
仲
緑
の
姿
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

但
し
こ
の
場
合
、
『
窒
物
語
』
は
前
半
と
後
半
と
が
極
め
て
密
着
し
た
形
で

構
想
さ
れ
た
と
い
う
前
掟
が
必
要
と
な
る
と
同
時
に
、
何
故
「
大
臣
の
子
」
と

せ
ず
に
「
大
納
言
の
子
」
と
設
定
し
た
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

お
　
わ
　
日
ソ
　
に

物
語
に
登
場
す
る
、
主
人
公
で
な
い
人
物
の
官
位
の
設
定
を
、
現
実
の
任
官

状
況
と
結
び
つ
け
て
考
察
し
て
ゆ
く
こ
と
に
は
問
題
は
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
何
の
背
景
も
な
く
「
年
廿
ば
か
り
」
　
「
時
の
大
納
言
の
子
」
と
い
う
設
定
は

生
ま
れ
て
は
こ
な
い
と
思
う
。
何
ら
か
の
形
で
現
実
と
繁
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
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る
。
だ
と
す
れ
ば
現
実
の
兵
衛
佐
任
官
状
況
を
分
析
す
る
こ
と
に
も
大
き
な
意

味
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

現
実
の
兵
衛
佐
任
官
状
況
と
関
わ
り
を
持
ち
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
と
い
う
大

長
編
物
語
の
影
響
を
受
け
て
『
質
物
語
』
が
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
花

山
朝
か
ら
一
条
朝
の
初
期
の
頃
で
あ
っ
た
と
推
測
し
た
い
。

注
（
1
）
　
山
口
博
氏
「
質
物
語
虚
構
の
方
向
」
（
『
文
学
・
語
学
』
昭
和
4
0
年
3

月
）
、
『
王
朝
歌
壇
の
研
究
㌍
削
腋
』
（
桜
楓
社
、
昭
和
4
2
年
1
0
月
）
に
再
録
。

（
2
）
　
阿
部
俊
子
氏
『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』
（
風
間
書
房
、
昭
和
4
4
年
7
月
）

（
3
）
　
岡
一
男
氏
『
古
典
と
作
家
』
（
文
林
蛍
双
魚
房
、
昭
和
1
8
年
7
月
）

（
4
）
　
引
用
諭
文
江
、
笹
山
暗
生
氏
「
平
安
前
期
の
左
右
近
衛
府
に
関
す
る
考

察
」
（
『
日
本
古
代
史
論
集
』
下
巻
）

（
5
）
　
注
1
に
同
じ
。

（
6
）
　
段
数
、
引
用
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

（
7
）
　
括
弧
内
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
歌
番
号
。

（
8
）
　
こ
の
歌
は
『
三
葵
本
』
に
し
か
な
く
、
『
一
二
奏
本
』
の
詞
書
に
は
「
宇
治

入
道
前
太
政
大
臣
兵
衛
佐
に
て
侍
り
け
る
頃
」
と
あ
る
。
「
宇
治
入
道
前
太

政
大
臣
」
は
一
般
に
は
藤
原
析
通
と
解
す
る
が
、
蹟
通
は
兵
衛
佐
に
任
官
し

て
い
な
い
。
同
じ
歌
が
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
六
・
雑
二
・
九
三
三
に
も
あ
り
、

詞
書
は
「
入
道
前
太
政
大
臣
、
兵
徳
佐
に
て
侍
り
け
る
時
…
…
」
。
入
道
前

太
政
大
臣
は
道
長
で
、
彼
は
兵
術
佐
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
「
宇
治
入
道
前

太
政
大
臣
」
も
道
長
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
9
）
　
『
公
卿
補
任
』
　
『
尊
卑
分
肱
』
『
帝
王
編
年
記
』
は
『
㌍
国
史
大
系
』

を
、
『
御
堂
関
自
記
』
は
『
大
日
本
古
記
録
』
を
、
『
職
事
補
任
』
　
『
三
十

六
人
歌
仙
伝
』
　
『
中
古
歌
仙
三
十
六
人
伝
』
は
『
群
書
類
従
』
を
テ
キ
ス
ト

と
す
る
。

（
1
0
）
　
延
暦
十
六
（
七
九
七
）
年
か
ら
大
同
二
（
八
〇
七
）
年
ま
で
の
問
の
こ
と
。

（
1
1
）
　
貞
観
十
八
（
八
七
六
）
年
に
三
男
伊
街
が
誕
生
し
て
お
り
、
こ
の
時
敏

行
が
二
十
五
才
以
上
で
あ
る
と
す
る
と
元
慶
三
（
八
七
九
）
年
に
は
二
十
八

才
以
上
で
あ
る
。

（
1
2
）
　
延
長
八
（
九
三
〇
）
に
元
服
し
て
い
る
の
で
、
十
五
才
で
元
服
し
た
と

す
る
と
こ
の
時
三
十
一
才
。

（
1
3
）
　
引
用
は
『
角
川
文
庫
』
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
津
本
信
博
氏
「
『
質
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
　
（
『
質
物
語
新
講
』

武
蔵
野
書
院
、
昭
和
5
2
年
5
月
）
。

（
1
5
）
　
「
祭
の
使
」
巻
。

（
1
6
）
　
注
2
及
び
注
1
4
の
論
文
に
特
に
詳
し
い
。

（
1
7
）
　
原
田
芳
起
氏
（
『
角
川
文
庫
』
解
説
、
昭
和
4
4
年
3
月
）
は
永
観
頃
ま
で

の
成
立
と
さ
れ
、
中
野
幸
一
氏
（
『
う
つ
は
物
語
の
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
昭

和
5
6
年
3
月
）
は
天
元
か
ら
一
条
朝
初
期
に
か
け
て
全
巻
が
成
立
し
た
と
さ

れ
る
。

（
1
8
）
　
正
煩
の
次
男
師
泣
に
つ
い
て
も
「
右
兵
衛
佐
」
と
い
う
官
位
の
記
述
が

あ
る
が
、
師
澄
は
既
に
参
議
で
あ
る
。
参
議
が
兵
衛
佐
を
兼
官
す
る
と
は
考

え
難
い
の
で
兵
衛
膏
の
誤
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
1
9
）
　
保
坂
都
氏
『
津
守
家
の
歌
人
群
』
（
武
蔵
野
書
院
、
昭
和
5
9
年
1
2
月
）
に

よ
る
。

〔
付
記
〕
本
稿
を
な
す
に
あ
た
り
終
始
御
指
導
を
賜
っ
た
稲
賀
敬
二
先
生
に
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

－
－
広
島
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－
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